○南会津町新婚生活エール事業交付金交付要綱
令和６年12月27日
告示第78号
（目的）
第１条　この要綱は、新規に婚姻届を提出した夫婦（以下「新婚夫婦」という。）に対し新婚生活エール事業交付金（以下「交付金」という。）を交付することにより、夫婦の前途を祝福するとともに、定住人口の増加と町の活性化に資することを目的とする。
（交付対象夫婦）
第２条　交付金を受けることができる新婚夫婦は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。ただし、町長が特に認める場合にはこの限りではない。
(1) [bookmark: _GoBack]　婚姻届を提出した日から６か月以内の夫婦
(2) 　申請時に夫婦双方の住民票が本町にある夫婦
(3) 　３年以上定住の意思を持って本町に居住する夫婦
(4) 　町税等を滞納していない夫婦
(5) 　過去に南会津町新婚生活エール事業交付金の交付を受けたことがある者がいない夫婦
２　前項第２号の規定にかかわらず、配偶者の単身赴任等やむを得ない事情がある場合には、客観的事実によって、生活の本拠が町内にあると認められる世帯に限り交付を受けることができるものとする。
（交付金の額）
第３条　交付金の額は新婚夫婦１組につき、現金５万円とする。
（申請及び請求）
第４条　交付金の交付を受けようとする新婚夫婦は、婚姻届を提出した日から６か月以内に南会津町新婚生活エール事業交付金交付申請書兼請求書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。
（交付決定）
第５条　町長は、前条の申請があったときには、速やかにその内容を審査の上、交付金交付の可否を決定し、南会津町新婚生活エール事業交付金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。
（交付金の返還）
第６条　町長は、第２条に規定する要件等に偽りその他の不正の行為があったことを確認した場合は、交付金の交付決定を取り消すとともに、交付金を返還させることができる。
（その他）
第７条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
　この要綱は、交付の日から施行する。


